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１．対応方針の考え方に対する意見（１９件）  

ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（１）取組についての意見                           

 

・ 案を拝見し，存続・廃止共に非常に良いと思いまし

た。 

 

・ 未着手都市計画道路を再検討される事について評価

致します。必要無い路線は廃止決定してください。 

 

・ 資料を見て４５年～６７年と未着手のまま経過して

いる事を知り大変驚いています。色々な状況が有っ

たと思いますが，やはり必要性に欠ける物件ではな

かったかと思います。地元の要望等で整備を依頼し

ても予算が厳しい状況の中，必要な物件とそうでな

い物件を選択して頂き早急に必要で無い路線は廃止

決定をして頂き，いつ着手するのかと不安な状態を

払拭してください。 

 

・ 長年住民に約束していた計画を撤回することは，地

元住民への裏切りでしかない。 

 

４ 

 

 対応方針の１２ページのとおり，福山市の都市計画道路は１

０７路線，約２７８．４ｋｍを都市計画決定しており，このう

ち整備済み延長は約１７４．０ｋｍで，残りの延長は未整備と

なっています。この未整備となっている都市計画道路の中には，

早期完成に向けて事業を進めているものもありますが未着手の

ものもあります。一方，少子高齢化の進行や人口減少社会の到

来により，福山市を取り巻く社会経済状況やまちづくりの方向

性が変化してきているため，都市計画決定したときの必要性等

が変化していることも考えられるとともに，決定した区域内で

は建築制限が長期化することによる地域への影響も考えられま

す。こうした状況に対応するため，都市計画決定後，長期にわ

たって未着手となっている都市計画道路について，その必要性

等を合理的かつ客観的に評価した上で，都市計画道路の存続及

び縮小変更・廃止について検討し，その考え方等も含めて対応

方針をとりまとめることを目的としています。  

  

 また，今後については，地域別説明会等の開催や変更図書の縦覧

を実施し，市民の皆様からのご意見を踏まえた上で，都市計画の変

更を進めていきたいと考えています。 

  

以上のことが明確に分かるよう，対応方針の５３ページに，パブ

リックコメント概要説明資料１ページに記載した「今後の予定」を

追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

意見書数 １２通，４４件  
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

 

・道路規格を含めてすべての路線を見直すことは考え

ないのですか。 

 

 

１ 

 

 今回の取組は，全ての路線を対象としていますが，目的が建築

制限の長期化に対応するため，路線（区間）の存続及び縮小変更・

廃止について検討するものであることから，事業中や当初決定か

ら２０年未満の路線等に対しては，評価をしていません。 

 また，道路の区分については，今回の評価の中で道路構造令に

基づき適切に選定されていることを確認していますが，詳細につ

いても，今後の事業実施段階において，適切に選定されるものと

考えています。 

  

 以上のことが明確に分かるよう，次のように変更（追加）しま

す。 

 

・ 対応方針の１４ページに「都市計画道路の縮小変更及び廃止の

考え方」を追加します。 

 

・ 対応方針の「検討対象路線」を「評価対象路線」に，「再検討

対象路線」を「再評価対象路線」に変更する等の「検討」と「評

価」の表現について整理します。 

 

 

①    

 

・ 本市は倉敷市など同規模の都市と比べて，都市計画

道路が細かく設定されていない。廃止するよりもっ

と整備するべきだ。 

 

１ 

 

 社会経済状況やまちづくりの方向性が変化したことに加え，

少子高齢化の進行や人口減少社会の到来により社会保障費が増

大し，財政環境は厳しい状況にありますが，今回の検討により

必要性等が確認されたものについては，引続き都市計画に位置

付け，計画的な整備に努めて参りたいと考えています。 

 なお，都市計画区域内における整備済の都市計画道路密度に

ついては，本市と倉敷市を比較した場合，概ね同等であると認

識しています。また，都市計画道路の配置等については，山林・

河川等の地形や土地利用，人口密度，市町村合併の経緯等に応

じて，異なるものと考えています。 

 

 

②    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

 

・ こんなことをしていれば長期未着手都市計画道路の

廃止という前例をつくることで，福山道路なども長

期未着手都市計画道路に追い込んで，廃止させよう

という動きにもなってくるのではないか。 

    

 

１ 

 

 福山道路等の「自動車専用道路」については，本市のみなら

ず市域や圏域を越えて，広域で機能する道路であることから評

価の対象外としています。 

 また，今回の取組における評価対象路線の選定基準について

は，対応方針の３２ページに記載しています。 

 なお，福山道路については，都市の骨格となる基幹道路ネッ

トワークの中心として，交通渋滞を緩和し市民生活の安全性や

利便性の向上を図るとともに，物流基盤の強化や都市間交流を

促進する重要な道路であると考えています。 

  

 以上のことが明確に分かるよう，対応方針の４０ページに「基

幹道路ネットワークの考え方」を追加します。 

 

 

①    

（２）建築制限についての意見                

 

・ 計画を知りながら予定線上に建物を平気で建てた者

を喜ばせてよいのか。これでは，何十年も前から通

すことが決まっているところに平気で建物を建てた

者は得をし，近年になって都市計画決定され，立ち

退きを迫られている福山道路などの予定線上の者は

損をするという構図になるのではないか。 

 

 

 

 

 

１ 

 

 都市計画決定した区域内に，新たに建築等の行為を行う場合

には，将来の事業の円滑な施工の確保を目的として，都市計画

法による建築制限が発生します。建築制限の内容については，

対応方針の７ページ下段の【許可の基準】に記載のとおりであ

り，許可基準を満たした建築物については，許可を得て建築等

を行うことができます。 

 したがって，事業実施段階において，都市計画決定時期の違

いに関わらず，支障となる建築物等の適切な補償を行うこと等

により，事業を進めていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（３）評価方法についての意見                

 

・ 計画線上に有力者等の土地や建物があるという理由

で，存続や廃止を決めているのではないかと疑いた

くなる案にしか思えません。 

 

・ 神辺町や駅家町では廃止候補を大胆に挙げておられ

ますが，福山三大道路（福山道路・福山西環状線・

福山沼隈道路）とその関連道路や，川南土地区画整

理事業に関係する道路の整備に集中したいがため

に，昔から住民に約束していた都市計画道路の整備

を放棄しようとしているようにしか思えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 今回の取組は，国が示している都市計画運用指針にのっとり，全

国的に実施されているもので，本市では広島県が策定した「広島県

都市計画道路見直し基本指針」に基づき，外部の学識経験者等で構

成した検討委員に意見を求めながら，評価手順・項目等の検討を行

い，本市全域の都市計画道路網を踏まえ，一定の基準に基づいて路

線（区間）の評価を行ったものであり，個人の利益や特定路線の整

備等の理由により，評価したものではありません。 

 また，路線（区間）の具体的な評価手順については対応方針の２

７ページに，評価項目については２９ページ及び３０ページに記載

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（４）評価項目についての意見                

 

・ 伝統的な町並みを壊す区間以外は，廃止すべきでは

ない。 

 

    

 

１ 

 

 今回の取組では，本市全域の都市計画道路網を踏まえ，将来に向

けた都市計画道路の必要性，計画の合理性及び実現性の視点から，

対応方針の検討手順により評価しています。 

 廃止候補路線については，路線（区間）の「必要性が低いこと」

に加えて，「廃止した場合の周辺道路への影響が小さいこと」や「実

現性への支障が大きいこと」などの複数の理由から，廃止候補とし

て，今後，手続を進めていくことが妥当と考えています。 

 また，伝統的な町並みの保全に関しては，検討手順の中で，重要

な歴史的環境及び重要な景観等がある路線を抽出して評価してい

ます。 

  

 以上のことが明確に分かるよう，対応方針の２９ページに，評

価における歴史的環境の保全に関する取扱いを補足する内容と

して，次のように追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

    

①一次評価の評価項目 

◆状況の変化に対応する評価（補助幹線街路） 

表－９ 一次評価の評価項目（状況の変化に対応する評価） 

類型 評価の視点 評価の項目 

背景 

との関係 

区域区分との関係からの評価 ○Ⅰ ,○Ⅱ ,○Ⅲ  

状

況

の 

変

化 

都市施設の 

基本的な 

考え方 

（市街地形成機能） 
自然・歴史的環境等の保全からの評価 ○Ⅱ  

 

①一次評価の評価項目 

◆状況の変化に対応する評価（補助幹線街路） 

表－９ 一次評価の評価項目（状況の変化に対応する評価） 

類型 評価の視点 評価の項目 

背景 

との関係 

区域区分（（（（市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域････市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整区区区区域域域域））））との関係からの評価 ○Ⅰ ,○Ⅱ ,○Ⅲ  

状

況

の 

変

化 

都市施設の 

基本的な 

考え方 

（市街地形成機能） 
自然・歴史的環境（（（（指指指指定定定定････登登登登録録録録文文文文化化化化財財財財等等等等））））等の保全からの評価 ○Ⅱ  
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（５）パブリックコメントについての意見                

 

・ 今回のパブリックコメントの後，最終結論を出す前

にもう一度パブリックコメントを実施して個々の路

線の廃止理由か現道据え付け案等の代替案を示した

意見募集をしてほしい。 

 

・ 存続と廃止候補の路線をただ述べただけで，廃止理

由や現道据え付け案等の代替案も出さない意見の募

り方はないと思う。 

 

 

 

 

２ 

 

 今回の取組は，長期にわたって未着手になっている都市計画道路

について，都市計画法の手続を進めていく前段として，存続及び縮

小変更・廃止についての対応方針を取りまとめるものです。 

 今後につきましては，都市計画の手続において，地域別説明会等

の開催や変更図書の縦覧を実施し，市民の皆様からのご意見を踏ま

えた上で，都市計画の変更を進めていきたいと考えています。 

 また，地域別説明会等においては，各路線の評価内容や道路網の

考え方を市民の皆様に，ご説明していきたいと考えています。 

 なお，評価対象路線の評価・検証に伴う変更（廃止）理由につ

いては，パブリックコメント概要説明資料２ページに記載して

います。 

 

以上のことが明確に分かるよう，次のように変更（追加）しま

す。 

 

・ 対応方針の１２ページを次のように変更します。 

  「・・・都市計画道路について，客観的に評価した上で，都

市計画道路の存続及び縮小変更・廃止について検討し，・・・」 

    

 「・・・都市計画道路について，客観的に評価した上で，

本市全体本市全体本市全体本市全体のののの都市計画道路網都市計画道路網都市計画道路網都市計画道路網をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ都市計画道路の存続

及び縮小変更・廃止について検討し，・・・」 

 

・ 対応方針の４９ページに，パブリックコメント概要説明資料２ペ

ージに記載した「評価・検証に伴う変更（廃止）の理由」を追加

します。 

 

・ 対応方針の５３ページに，パブリックコメント概要説明資料１ペ

ージに記載した「今後の予定」を追加します。（再掲） 

 

 

①    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（６）都市計画道路等に関する意見                

 

・ 福山西環状線は，全線を自動車専用道路として整備

せず，山陽自動車道以北を一般道路に変更するべき

です。なぜなら，北端が他の自動車専用道路とつな

がる予定がないため，自動車専用道路として整備す

るのは贅沢であり，無駄使いでしかないからです。 

 

 

 

１ 

 

 福山西環状線については，福山道路と接続し交通流動の円滑化

を促し，物流基盤の強化や都市間交流の推進，中央地域と北部地

域の連携強化を図る路線です。 

 当該路線の構造形式については，ルート選定に伴う地形等の条

件から，山陽自動車道以北の殆どの区間がトンネル及び橋梁形式

により計画されています。このため，当該路線の沿道利用等が見

込まれないことに加え，自動車専用道路として計画されている福

山道路との連続性を確保する観点から，自動車専用道路として整

備することが妥当であると考えています。 

  

 

② 

 

・ 瀬戸本郷線は，一般道路から自動車専用道路に変更

するべきです。なぜなら，自動車専用道路の福山道

路と福山尾道三原線に挟まれ，自動車専用道路網と

しての一体性を損なうものでしかないため，自動車

専用道路として整備し，一体性を持たせたほうがよ

いからです。 

 

 

１ 

 

瀬戸本郷線については，福山道路及び福山尾道三原線と一体と

なった機能を確保するため，同一の設計速度で計画されており，

自動車交通の一体性は保たれていると考えています。 

  

  

 

 

② 

 

・ 福山西環状線は実現して欲しい。 

    

    

    

    

    

 

１ 

 

 福山西環状線については，事業主体の広島県において，地元

関係者や関係機関等との協議・調整を図りながら，完成に向け

て事業を進めているところです。 

    本市としましては，福山西環状線の早期完成に向けて，広島

県と緊密な連携を図ってまいりたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

 

・ マスタープランにある三吉大渡橋線が示されていな

いが，１４－３鷹取奈良津線と６９－２地吹大渡橋

線を結ぶ計画では，１４鷹取奈良津線に通過交通が

集中し，国道３１３号の神辺・井原方面からの交通

に支障をきたす恐れがある。４３蔀山水辺線と６９

－２地吹大渡橋線を結ぶ方向で都市計画決定してい

ただきたい。 

 

・ 話に挙がっていない，三吉大渡橋線というのは，今

後，都市計画決定なさるのでしょうか。三吉大渡橋

線ができれば北部からの車が中心部にどっと押し寄

せ国道３１３号線は麻痺してしまいます。国道３１

３号線の負担を軽減するためには地吹大渡橋線は必

要ですし，三吉大渡橋線による国道３１３号線への

流入を緩和するためには，三吉から千田ではなく，

千田から福山東インターへ向けて国道１８２号線に

つながる広い道路が必要かと思いますが，都市計画

決定されていない路線はどうするのでしょうか。 

 

 

２ 

  

（仮称）三吉大渡橋線については，交通流動の円滑化を促し，

物流基盤の強化や都市間交流の促進，拠点間の連携強化を図る

ことを目的とした構想路線であることから，福山市都市マスタ

ープランにおいても幹線道路網の一つとして位置付けられてお

ります。 

 今後の都市計画決定については，社会経済状況や実現性等を

見極めながら，適切な時期に詳細な検討や関係機関との協議を

行う中で，長期的な視点から判断していきたいと考えています。 

 

② 

 

・都市計画決定していない構想路線（例えば三吉大渡

橋線など）は検討対象になっていませんが，都市計

画決定していない構想路線も公表して，本当に必要

な道路かどうか市民から意見を募ろうとは思わない

のですか。 

 

１ 

 

 構想路線については，福山市都市マスタープランに記載し公

表しています。 

 今回の取組では，都市計画決定した区域内で建築制限が長期

化している状況等に対応することを目的としています。 

 したがって，都市計画決定していない構想路線については，

建築制限が発生していないことから，検討対象としていません

が，都市マスタープランについても適切な時期に改定を行うこ

ととしており，その際には，市民の皆様からご意見を伺う予定

としています。 

 

 

 

② 
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２．存続及び縮小変更・廃止候補に対する意見（１９件）  

ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（１）１８森脇中津原線についての意見                

 

【存続区間について】 

・ １８－１・１８－２森脇中津原線は，既存の県道の

南に路線を新設するものであるが，既存の県道は２

車線化されており，歩道整備による拡幅で都市計画

道路の機能を果たすことは可能。既存の県道に現道

合わせとするべきである。 

 

・ 森脇中津原線のお陰で，東西南北の交通が便利にな

ると思います。 

 

 

２ 

 

 

 １８森脇中津原線については，福山駅や高次都市機能の集積

した都心地区と北部地域を連絡する路線であるとともに，北部

支所や新市支所等の地域拠点と山陽自動車道福山東ＩＣ（広域

交通拠点）のアクセスを向上させる路線として評価しており，

存続としています。 

 

② 

（２）２２古市本湯野線についての意見                

 

【存続路線について】 

・ ２４元藤平野線に接続させる計画となっています

が，元藤平野線から高屋川右岸までの区間は廃止し

てもよいように思えます。８１神辺駅下御領線と並

行すること，整備を行うには高屋川を渡る架橋が必

要なこと。古市本湯野線の供用区間の車の流れは市

道を介して古市本湯野線⇔高屋川右岸下流方面とい

う流れになっており，整備を行っても利用があまり

見込めないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 ２２古市本湯野線については，宅地利用の増進を目的とした湯

野土地区画整理事業との関連について評価しており，存続として

います。 

 また，当該路線周辺の市街地から発生・集中する交通を８１神

辺駅下御領線へ円滑に導く補助幹線道路であり，都市計画道路網

として機能するため２４元藤平野線との連続性を確保し，地域の

交通を適切に処理する必要があると考えております。 

 なお，高屋川右岸堤防道路については，河川の堤防を道路とし

て利用しており，道路幅員も５．０ｍ程度と狭く，安全かつ円滑

な交通処理を担う都市計画道路として機能することは困難である

と考えています。 

 

② 
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（３）２４元藤平野線についての意見                       

 

【廃止候補区間について】 

・ 元藤平野線の未着手２４－１区間は，国道１８２号

線と国道４８６号線が交わる十九軒屋北交差点の慢

性的な混雑の緩和につながるものであり，川南湯田

村駅線を存続とするのならば，廃止すべきではあり

ません。 

 

・ 元藤平野線２４は，高屋川の堤防が代替路となるこ

とにより，計画延長を縮小したことは妥当な判断。 

 

 

２ 

 元藤平野線２４－１区間については，対応方針における将来道

路網から検討した結果，当該路線（区間）が未整備の場合にお

いても，周辺道路（交差点）で交通が処理可能と評価しており，

廃止候補としています。 

 また，他の廃止区間についても，同様に交通が処理可能と評

価しています。 

 

② 

 

【廃止候補区間について】 

・ ２４－３区間は鉄道井原線の高架が整備を予定した

構造となっていることから，整備を行わなければ無

用となった遺構として鉄道ファンなどに面白おかし

く取り上げられ，孫の代の末まで永遠に恥を晒すこ

とになると思います。 

    

 

１ 
 今回の取組では，将来の都市計画道路の必要性等について検

討し，存続及び縮小変更・廃止の対応方針を定めるものです。 

 ご意見のとおり，元藤平野線の計画に合わせ井原鉄道の高架が建

設されていますが，当該路線（区間）の必要性が低く，他計画・事

業との関連性についても検討した上で，総合的に評価し，廃止候

補としています。 

 

② 

（４）２５王子帰り線についての意見                       

 

【廃止候補区間について】 

・ 王子帰り線２５は，高屋川の堤防が代替路となるこ

とや，未着手部は，旧山陽道で形成された町並みを

壊すものであり，計画延長を縮小したことは妥当な

判断。 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 ２５王子帰り線については，ご意見のとおり都市計画決定区

域が西国街道（旧山陽道）の一部に重なっており，広島県指定

史跡の神辺本陣を中心とした宿場町のまち並みは，本市の重要

な歴史的資源であることを踏まえ，総合的に評価し，廃止候補

としています。 

 

 

 

 

② 
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（５）２６古城沖湯野線についての意見                   

 

【廃止候補区間について】 

・ 古城沖湯野線は井原鉄道建設時から通すことを前提

として井原鉄道の高架がつくられており，廃止すれ

ば通すことを前提とした構造が無駄になってしま

う。 

 

・ ２６古城沖湯野線は，既存の県道の東に路線を新設

するものであるが，既存の県道は現在の道路規格で

は１．５車線となるものを２車線として使用し，規

格が低い上に線形も良くない。しかも２６－２では

井原鉄道高架下をくぐるように鉄道の高架が設計済

みであり，廃止することによって県道のバイパス化

が困難になるだけでなく，設計済みの鉄道の高架を

無駄にしてしまうことから，高屋川以北の区間につ

いては存続とするか。廃止するならば当該区間を一

般の道路事業として直ちに着手したほうがよい。 

 

・ 全線廃止候補となっていますが，元藤平野線同様に

鉄道井原線の高架が整備を予定した構造となってい

ることから，鉄道井原線の高架をくぐる付近だけで

も存続とするべきだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

今回の取組は，将来の都市計画道路の必要性等について検討

し，存続及び縮小変更・廃止の対応方針を定めるものです。 

 ご意見のとおり，２６古城沖湯野線の計画に合わせ井原鉄道の

高架が建設されていますが，当該路線（区間）の必要性が低く，他

計画・事業との関連性についても検討した上で，総合的に評価し，

廃止候補としています。 

 なお，既存県道の高屋川以北から国道４８６号までの区間につい

ては，車両の相互通行に著しい支障のない幅員等が確保されてい

ると考えています。 

 

 

②    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

 

【廃止候補区間について】 

・ 国道３１３号のうち本市中心部の鷹取奈良津線区間

から神辺バイパスの神辺高屋線区間にかけて，現道

拡幅またはバイパスによる４車線化が計画されてお

らず，国道としては脆弱であり，将来的に本市中心

部と岡山県井原市を結ぶ道路のあり方が課題となる

ことから県の国道３１３号の整備方針がはっきりし

ない現段階で廃止は好ましくない。古城沖湯野線が

国道３１３号のバイパスの一部として設定される可

能性もあるわけだから，国道３１３号の整備方針が

はっきりしてから改めて検討すべきである。 

 

 

１ 

 

 

 ２６古城沖湯野線については，国道３１３号のバイパスとして

の位置付けではなく，当該路線の周辺で発生・集中する交通を処理

する補助幹線道路であり，広域的な幹線道路を補完する機能は少な

く，当該道路を廃止した場合でも周囲の幹線道路に対する影響が

小さいと評価しており，廃止候補としています。 

 

 

② 

（６）５９中島御幸線についての意見                       

 

【廃止候補区間について】 

・ 中島御幸線は整備済区間があり，整備済区間に隣接

する５９－５の区間は，廃止すべきではない。国道

４８６号の駅家神辺線と県道川南近田線の近田山守

線に挟まれる間の地区は道幅の狭い市道か農耕作業

道ばかりで，市街地を拡大させないために都市計画

道路を廃止するという中央の考えを持ち込むと，市

街地の拡大は防げても耕作放棄地は拡大するだけ。

耕作地保全のためにも，広い道路は必要であり，ま

た，整備済区間を無駄な道路にしないためにも５９

－５の区間は残すべき。 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 中島御幸線５９－５区間については，周辺の既存道路により交

通の処理が可能なため，当該路線（区間）の必要性が低く，他計

画・事業との関連性についても評価した上で，廃止候補としていま

す。 

なお，当該区間は全てが市街化調整区域（市街化を抑制する区

域）にあり，本市の都市づくりの方針として，少子高齢化の進

行や人口減少社会が到来する中，持続可能なまちづくりの実現

に向けて，様々な都市機能がコンパクトに集積した都市拠点集

約型の都市構造の形成を進めていくこととしています。 

 

 

 

 

 

②    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（７）６２御領線についての意見                       

 

【存続区間について】 

・ 御領線６２の未着手区間は，市街化が進んでおらず，

今後も市街化が進む可能性は低いように思う。廃止

してもよいのではないか。 

 

 

 

１ 

  

 

 ご意見のとおり，６２御領線については，大部分が市街化調

整区域にありますが，御野小学校の通学路に指定されているこ

とや，過去に交通事故が複数発生していることを評価するとと

もに，国道３１３号との交差点である国分寺前交差点について

は，改良に関する地域ニーズを評価しており，存続としていま

す。  

 

 

②    

（８）６５津之郷奈良津線についての意見                       

 

【存続路線について】 

・ 歴史あるまち並みの保全という観点で廃止路線を選

定するのならば，６５－２津之郷奈良津線は，既存

市道を拡幅するものであるが，既存市道は福山城下

と旧山陽道の神辺を結んでいた旧神辺街道により形

成された町並みが残る場所。そのような場所への都

市計画道路の整備は，廃止とするのが全国的な流れ

であり，南側に６６本庄坪生線が並行していること

状況を考えると，存続ではなく廃止が望ましいので

はないか。 

 

 

２ 

  

 

 ご意見のとおり，津之郷奈良津線６５－２区間については，

旧神辺街道の一部に重なっていますが，指定・登録文化財が無

い一方で，福山駅や高次都市機能の集積した都心地区と北部地

域や北東地域を連絡する路線であるとともに，都心地区と山陽

自動車道福山東ＩＣ（広域交通拠点）までのアクセスを向上さ

せる路線として評価しており，存続としています。 

 なお，当該路線は，福山市都市マスタープランにおいて，交

通流動の円滑化を促し，物流基盤の強化や都市間交流の促進，

拠点間の連携強化を図るための重要な道路網である内環状線の

一部として位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②    
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ご意見の要旨     件数  意見に対する市の考え方     取扱い 

（９）６６本庄坪生線についての意見                       

 

【廃止候補区間について】 

・ ６６－１本庄坪生線は，既存市道を拡幅するもので

あるが，既存市道は交通量が多く，しかも１．５車

線道路で狭いため，２車線化が求められる区間。廃

止するのであれば，既存市道の通過交通を排除する

目的として，４３蔀山水辺線を６５－３津之郷奈良

津線まで北伸させる代替計画を立てるべきである。 

 

 

１ 

 

 

 本庄坪生線６６－１区間については，現道が車両の相互通行に

著しい支障のない幅員等が確保されています。 

 また，対応方針における将来道路網から検討した結果，当該区

間を廃止した場合でも周辺道路への影響が小さく，周辺の存続路

線への交通量の分散により，廃止に伴う著しい交通混雑は発生

しないと評価しており，代替計画が不要な廃止候補としていま

す。 

 

 

②    

（１０）８０福山徳田線についての意見                  

 

【存続区間について】 

・ 福山徳田線８０の未着手区間は，旧山陽道となって

おり，着手すれば歴史のある町並みを破壊するだけ

でなく，旧山陽道を活かしたまちづくりに向けて動

き出している住民機運や旧神辺本陣など歴史的観光

資源にも影響を及ぼすことから廃止し，代替路線に

ついて検討すべきである。 

 

 

 

２ 

 

ご意見のとおり，８０福山徳田線については，西国街道（旧

山陽道）の一部に重なっていますが，指定・登録文化財が無い

一方で，当該路線（区間）は，北東地域の湯野地区等と福山駅

を中心とした都心地区や，山陽自動車道福山東ＩＣ（広域交通

拠点）を国道３１３号経由で結ぶ路線として評価しており，存

続としています。 

なお，当該区間は，対応方針における将来道路網から検討した

結果，相当の交通量を担う路線であると考えております。 

 

② 

（１１）８１神辺駅下御領線についての意見                       

 

【存続区間について】 

・ 神辺駅前下御領線８１の未着手区間は，市街化が進

んでおらず，今後も市街化が進む可能性は低いよう

に思う。また，神辺高屋線が完成すれば国道指定を

外されることから重要性も低くなるので，廃止して

もよいのではないか。 

 

 

１ 

 

 ８１神辺駅下御領線については，神辺高屋線（国道３１３号バ

イパス）の完成により，将来，比較的広域な交通がバイパスに

移行していくものと考えられますが，バイパスの供用後も，岡

山県井原市や救急医療施設と北東地域等を最短経路で結ぶ路線

として評価しており，存続としています。 

なお，当該区間は，幹線道路として，沿線にある既成市街地か

ら発生・集中する交通処理を担うものと考えております。 

 

②    



    

「「「「福山市長期未着手都市計画道路対応方福山市長期未着手都市計画道路対応方福山市長期未着手都市計画道路対応方福山市長期未着手都市計画道路対応方針針針針（（（（案案案案））））」」」」へのへのへのへの意見意見意見意見にににに対対対対するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方 
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３．その他の意見（６件）  

ご意見の要旨     取扱い 

 

・ ２４元藤平野線と２５王子帰り線を廃止した場合の代替路となる高屋川の堤防は，道幅が狭く，大型車両の通行が困難であること

から，都市計画事業ではない一般の道路事業として高屋川の堤防の早期２車線化に取り組むようにしていただきたい。 

 

・ 元藤平野線２４－１区間は南側に市道が並行しており，並行する市道は幅員狭小であるのにもかかわらず，大型商業施設⇔高屋川

右岸上流方面の抜け道として利用されていますので，並行する市道を整備する必要があると思います。 

 

・ 慢性的な渋滞があるフジグラン周辺へは，白鷺橋から新川橋までの高屋川左岸土手上の道路を整備することにより，利便性が飛躍的

に高まると考えます。 

 

・ 福山北警察署の西側は行き止まりになっており，そこから大渡橋加茂線までのルートを付ける事により，御幸町側には小道があり，

且つ未開発の為，容易に道路建設が可能と思います。それにより，フジグラン周辺の慢性的な渋滞の緩和，都市の連続性が高まり周

辺地域（御幸町大字下岩成付近）の開発促進にも繋がると思います。 

 

・ フレスポ神辺モールは，中央に出入り口があるのみで，南からのルートが無い，それにより慢性的な渋滞が起こり，発展の妨げにな

っている。南の土手側に数十メートルの道路を付けるだけで，大幅に緩和されると思います。 

 

・ 片山口西側の小山（平均標高４０ｍ）を高さ２５ｍ削り平地にする。（南北約２００ｍ 東西約３５０ｍ）削った土砂を開発地の埋

め立て等に利用する。 

［得られる効果］ 

  ７万㎡の平地が新たに生まれ連続した，都市開発が可能。 

  田んぼ等埋め立てが必要な部分が出るが，移動距離が少なく，費用軽減に繋がる。 

 

 

③ 

※ 「３．その他の意見」に記載しているご意見については，対応方針に関係しないものと受け止めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


